
 

議案第７ 号 

 

二宮町税条例の一部を別紙のよう 改正する  

 

令和 年 月 日提出 

 

二宮町長 村  붅子   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理  

地方税法の改正 伴い 本条例 必要 改正をするため 提案する  
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二宮町税条例 一部を改正す 条例 

 

二宮町税条例 昭和50年二宮町条例第15号 一部を次 う 改正す  

附則第15項第 号中 分 を 分 改め 同項第 号 第11号ま

規定中 第15条第27項 を 第15条第26項 改め 同項第12号中 第15条第34項 を

第15条第33項 改め 同項第13号中 第15条第35項 を 第15条第34項 改め  

 

附 則 

 施行期日  

 こ 条例 公布 日 施行す  

 固定資産税 関す 経過措置  

 令和 年 月 日 令和 年 月31日ま 間 取得さ た地方税法等 一部を改

正す 法律 令和 年法律第 号 第 条 規定 改正前 地方税法附則第15条第

項 規定す 施設又 設備 対し 課す 固定資産税 つい 従前 例
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議案第 号 二宮町税条例 一部を改正す 条例 新旧対照表  

改正後 改正前 

附 則 附 則 

～14 略  ～14 略  

固定資産税 課税標準 特例  固定資産税 課税標準 特例  

15 法附則第15条第 項等に規定す 条例 定め 割合 次に掲げ お す  15 法附則第15条第 項等に規定す 条例 定め 割合 次に掲げ お す  

( ) 略  ( ) 略  

( ) 法附則第15条第 項第 号に規定す 条例 定め 割合 分 す  ( ) 法附則第15条第 項第 号に規定す 条例 定め 割合 分 す  

( ) 法附則第15条第26項第 号イに規定す 条例 定め 割合 分 す

 

( ) 法附則第15条第27項第 号イに規定す 条例 定め 割合 分 す

 

( ) 法附則第15条第26項第 号ロに規定す 条例 定め 割合 分 す

 

( ) 法附則第15条第27項第 号ロに規定す 条例 定め 割合 分 す

 

( ) 法附則第15条第26項第 号ハに規定す 条例 定め 割合 分 す

 

( ) 法附則第15条第27項第 号ハに規定す 条例 定め 割合 分 す

 

( ) 法附則第15条第26項第 号ニに規定す 条例 定め 割合 分 す

 

( ) 法附則第15条第27項第 号ニに規定す 条例 定め 割合 分 す

 

( ) 法附則第15条第26項第 号イに規定す 条例 定め 割合 12分 す

 

( ) 法附則第15条第27項第 号イに規定す 条例 定め 割合 12分 す

 

( ) 法附則第15条第26項第 号ロに規定す 条例 定め 割合 分 す

 

( ) 法附則第15条第27項第 号ロに規定す 条例 定め 割合 分 す

 

( ) 法附則第15条第26項第 号イに規定す 条例 定め 割合 分 す

 

( ) 法附則第15条第27項第 号イに規定す 条例 定め 割合 分 す

 

(10) 法附則第15条第26項第 号ロに規定す 条例 定め 割合 分 す

 

(10) 法附則第15条第27項第 号ロに規定す 条例 定め 割合 分 す

 

(11) 法附則第15条第26項第 号ハに規定す 条例 定め 割合 分 す

 

(11) 法附則第15条第27項第 号ハに規定す 条例 定め 割合 分 す

 

(12) 法附則第15条第33項に規定す 条例 定め 割合 分 す  (12) 法附則第15条第34項に規定す 条例 定め 割合 分 す  

(13) 法附則第15条第34項に規定す 条例 定め 割合 分 す  (13) 法附則第15条第35項に規定す 条例 定め 割合 分 す  

(14)・(15) 略  (14)・(15) 略  

16～33 略  16～33 略  


